
贈 与 税（国税）

土地，建物，現金，有価証券等の財産を無償でもらった人に課税される税金で，

原則として，個人から個人への贈与が対象となります。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の２つがあり，一定

の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。
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については贈与税

所得
税"注!!については，

個人に譲渡所得が
課税される場合が
あります。

法 人 法 人

法人税

相続や遺贈によって遺産をもらった人には相続税が課税されますが，生前に贈

与が行われると，それだけ相続財産が少なくなり，相続税が少なくてすむことに

なります。それでは生前に贈与を受けた人と受けなかった人との間には，税金の

面で不公平が生ずることになります。そのため生前に贈与が行われた場合には贈

与税が課税されるのです。

■贈与税の課税価格

受贈財産の総額 － 非課税財産の価額 ＝ 贈与税の課税価格

１．受贈財産の総額

受贈財産の総額とは，１月１日から１２月３１日までの１年間に，'贈与により

もらった財産 (贈与によりもらったとみなされる財産の合計をいい，「財産」

とは金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

' 贈与によりもらった財産

本来の贈与により取得した財産で，具体的には「相続や遺贈により取得し

た財産（８ページ参照）」に記載されているものです。
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" 贈与によりもらったとみなされる財産

本来の贈与によって財産を取得していなくても，実質的に贈与と同じ経済

的利益があるものについては，贈与によってもらったとみなされて，贈与税

の課税対象となります。（みなし贈与財産）

具体的には次のような場合です。

① 信託契約により委託者以外の人が受益者となった場合

② 自分以外の者が掛金等を支払っていた生命保険金（相続を除きます。），

定期金を受け取った場合

③ 親が買った土地や家屋を子供の名義で登記したような場合

④ 財産を時価より安い値段で買った場合

⑤ 債務を免除してもらったり，引受してもらった場合

⑥ その他，金銭の形式的な貸借や特別の経済的利益を受けた場合

２．非課税財産

! 非課税財産

課税対象から除かれる非課税財産には次のようなものがあります。

① 公益事業を行う者で一定の要件に該当する者が贈与を受けた財産のうち，

その公益事業の用に供するもの

② 地方公共団体が，条例の規定により実施する特定の心身障害者共済制度

により支給される給付金を受ける権利

③ 扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち，通常

必要と認められるもの

④ 公職選挙法に基づく選挙において，候補者が選挙運動のための贈与を受

けた金品などで，同法の規定により報告がなされたもの

⑤ 社交上必要と認められる香典や贈答品

" 特別障害者の信託受益権に係る非課税制度

特別障害者が，特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受け

た場合は，その信託受益権の価額のうち６，０００万円までは贈与税の課税価格

に算入されません。この適用を受けるには，申告が必要です。

３．財産の価額

相続税の「財産の価額（１０ページ参照）」と同じです。
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■税額の計算方法
１．暦年課税の場合

!
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課 税
価 格 － 配偶者

控除額 － 基 礎
控除額

"
$
$
&

× 速算表
の税率 － 速 算

控除額 ＝ 贈 与
税 額

' 各種控除

① 基礎控除

課税価格から，１年間１１０万円が基礎控除として控除されます。したがっ

て，年間１１０万円以下の場合には，贈与税は課税されません。

② 配偶者控除

夫婦間の贈与で次のすべての要件に該当する場合には，贈与税の配偶者

控除として基礎控除の１１０万円のほかに，その年分の課税価格から最高

２，０００万円が控除されます。

a 贈与が行われたときにおける婚姻期間が２０年以上であること。

b 贈与された財産が，居住用不動産又は居住用不動産を取得するための

金銭であること。

c その贈与を受けた人が，翌年の３月１５日（贈与税の申告期限）までに，

贈与を受けた居住用不動産や贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産

を，実際に居住用として使用するとともに，その後も引き続いて居住す

る見込みであること。

d 過去において，同一配偶者間で，贈与税の配偶者控除の適用を受けて

いないこと。

e 贈与税の申告書に，控除に関する明細その他一定の書類を添付して提

出すること。

( 税率

基礎控除後の
課 税 価 格

税率 控 除 額

２００万円以下 １０％

３００万円以下 １５％ １０万円

４００万円以下 ２０％ ２５万円

６００万円以下 ３０％ ６５万円

１，０００万円以下 ４０％ １２５万円

１，０００万円超 ５０％ ２２５万円
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■贈与税のかからない「土地の無償利用」
親が所有している土地に子供が家を建てた場合等の使用貸借による土地の借

り受けについては，その使用借地権を価額は零として取り扱われ，贈与税がか

かりません。

消費税（国税）・地方消費税（県税）

消費税は，物品やサービスの売上げが課税の対象となります。その際，消費税

の納税義務者は，建設，製造，卸，小売り，サービス業等の各事業者ですが，税

金は価格に上乗せされ，最終的には消費者が負担することとなります。

また，取引の各段階において仕入れに係る税額の控除をすることができ，生産，

流通の過程で税が二重三重にかからない仕組みとなっています。

不動産については，家屋の譲渡，仲介手数料，建築工事費等は課税の対象とさ

れ，土地の譲渡と貸付け，居住用家屋の貸付けについては，原則として非課税と

されていますが，次のような場合には課税されます。

１．駐車場として地面の整備やフェンス・区画等の設置を行っているものを貸す

場合の地代（駐車場使用料：土地の貸付けでなく，施設の貸付けとなるため）

２．貸付け期間が１か月に満たない一時使用の土地又は居住用家屋の貸付け

■税額の計算方法

課税売上高 × ４％ － 課税仕入高 × ４％ ＝ 消費税額

なお，地方消費税の税率が消費税の２５％（消費税率換算で１％相当）とされ

ていますから，消費税と地方消費税を合わせた税率は５％となります。

■中小事業者等に対する特例措置
１．免税事業者

その課税期間の基準期間における課税売上高が１，０００万円以下の事業者。

ただし，基準期間がない法人のうち，事業年度開始の日における資本又は

出資の金額が１，０００万円以上の新設法人の設立当初２年間については，納税

義務を免除しないこととされています。
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